
ゼオマイン®　管理記録簿

ゼオマイン®につきましては、本剤の受払、保管の記録と合わせて、医薬品リスク管理計画（RMP）の観点から廃棄の記録にご協力頂きますようお願い
申し上げます。

＜管理記録簿の利用目的＞
ゼオマイン®の承認条件「21.3 本剤の使用後に失活・廃棄が安全・確実に行われるよう、廃棄については薬剤部に依頼する等、所要の措置を講じ、廃棄
に関する記録を保管すること。」を遵守するため、失活・廃棄が確実になされていることを確認する目的のみに利用します。
＜個人情報の取り扱い＞
個人情報の保護に関する法律、個人情報に関する関連諸法令、関連省庁などのガイドラインを遵守し、弊社プライバシーポリシーに則って適切に取り扱います。

本記録簿は、ゼオマイン®の承認条件に基づき、弊社にて確認させていただきます。ご了承ください。

ゼオマイン®に関する情報などは以下サイトからご確認いただけます。
医療関係者専用サイト「ゼオマイン® Link」 https://xeomin-link.jp
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・   使用後の残液は速やかに失活・廃棄。
確認者がサイン、または押印を残す。

・   未使用分を保管した場合でも確認のサイン
または押印をお願いいたします。

<記入例1>
2021年1月15日に100単位製剤を3瓶納入。
納入日に治療し、使用後速やかに失活・廃棄を行った。

<記入例2>
①2021年1月16日に100単位製剤を2瓶納入。
②翌日に2瓶払出し後、治療を行ったが、100単位製剤1瓶で間に合ったので、
使用済みのものを失活・廃棄。

③未使用の100単位製剤が1瓶余ったので、払戻しを行った。
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